
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和８年５月 13日） 

 

 

 

  

泉大津市議会令和８年第１回臨時会会議事項 
 



会    議    事    項 

 

種 別 番 号 事           件           名 ページ 

報 告 ５ 
専決処分報告の件（令和７年度泉大津市病院事業会計補正

予算の件） 
３ 

同 ６ 専決処分報告の件（損害賠償の額の決定及び和解の件） １５ 

同 ７ 専決処分報告の件（泉大津市市税条例の一部改正の件） １９ 

同 ８ 
専決処分報告の件（令和７年度泉大津市一般会計補正予算

の件） 
５９ 

同 ９ 専決処分報告の件（損害賠償の額の決定及び和解の件） ８９ 

議 案 ３２ 泉大津市市税条例の一部改正の件 ９３ 
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報告第５号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和８年５月１３日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 ２ 

専 決 年 月 日 令和８年３月２３日 

事 件 名 
令和７年度泉大津市病院事業会計補正予算の件（補正

第１号） 
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令和７年度泉大津市病院事業会計補正予算

（補正第１号）

-5-



-6-

PCU2307005
テキストボックス




専決第２号 

 

令和７年度泉大津市病院事業会計補正予算  

  

第１条 令和７年度泉大津市病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第２条 令和７年度泉大津市病院事業会計予算第４条に定めた資本的支出の予定額

を、次のとおり補正する。 

   （科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）   （  計  ） 

                     支           出 

 第１款 資本的支出    824,076千円          5千円      824,081千円 

  第２項 企業債償還金 556,167千円        5千円      556,172千円 

 

令和８年３月２３日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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令和７年度泉大津市病院

2 企 業 債 償 還 金

1 企 業 債 償 還 金

1 資 本 的 支 出

資 本 的

款 項 目
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事業会計補正予算実施計画

556,167 5 556,172

556,167 5 556,172

補 正 予 定 額 計

千円 千円 千円

824,076 5 824,081

支 出

既 決 予 定 額
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（単位：千円）

（１） 業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,589,685

787,471

0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 311

退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 19,246

賞与引当金の増減額（△は減少） △ 6,642

△ 63,000

271,010

未収金の増減額（△は増加） 31,539

未払金の増減額（△は減少） △ 21,717

たな卸資産の増減額（△は増加） 305

その他流動資産の増減額（△は増加） 64

その他流動負債の増減額（△は減少） △ 241

65,289

△ 545,164

△ 271,010

業務活動によるキャッシュ・フロー合計 △ 816,174

（２） 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 184,670

補助金による収入 7,460

看護師養成費貸付による支出 180

投資活動によるキャッシュ・フロー合計 △ 177,030

（３） 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入 5,700,000

一時借入れの返済による支出 △ 4,800,000

企業債による収入 178,900

企業債の償還による支出 △ 556,172

他会計からの出資による収入 356,166

リース債務の返済による支出 △ 8,974

財務活動によるキャッシュ・フロー合計 869,920

△ 123,284

682,534

559,250

利 息 の 支 払 額

令和７年度　　泉大津市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

当 年 度 純 利 益

減 価 償 却 費

固 定 資 産 除 却 費

長期前受金戻入額

支 払 利 息

その他（△は増加）

小 計

(令和７年４月１日から令和８年３月３１日）

資金増加（減少）額

資 金 期 首 残 高

資 金 期 末 残 高
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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※ ※
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令和７年度泉大津市病院事業会計補正予算に関する説明書

（補正第１号）
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款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円

1 資 本 的 支 出 824,076 5 824,081

2 企業債償還金 556,167 5 556,172

1 企 業 債 償 還 金 556,167 5 556,172

資 本 的
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千円

支 出

1 企 業 債 償 還 金 556,172

各　　　　目　　　　明　　　　細

節 金　額 備　　　考

千円
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報告第６号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

 次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

  令和８年５月１３日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

  

専 決 番 号 ３ 

専 決 年 月 日 令和８年３月２７日 

事 件 名 損害賠償の額の決定及び和解の件 
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専決第３号 

 

損害賠償の額の決定及び和解の件 

 

 令和５年２月２８日から市立病院整形外科に入院した患者に対する処方に起因し

て発生した医療事故に係る損害賠償の額を定め、民法（明治２９年法律第８９号）

第６９５条の規定により和解する。 

 

  令和８年３月２７日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

１ 損害賠償の額（和解金額） 

  別紙のとおり 

２ 相手方の住所氏名 

  ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

  ※ ※  ※ 
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「別 紙」 

 

損 害 賠 償 の 額 （ 和 解 金 額 ） 

 

 

区   分 金   額 備   考 

― ９，０００，０００円 慰謝料等を含む和解金 

計 ９，０００，０００円  
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報告第７号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和８年５月１３日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

                   

 

記 

 

専 決 番 号 ４ 

専 決 年 月 日 令和８年３月３１日 

事 件 名 泉大津市市税条例の一部改正の件 
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専決第４号 

 

泉大津市市税条例の一部改正の件 

 

泉大津市市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和８年３月３１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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泉大津市条例第１３号 

 

泉大津市市税条例の一部を改正する条例 

 

 泉大津市市税条例（昭和３９年泉大津市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第５条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１１条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。 」

の次に、「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

第４１条の２第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第４１条の２第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第

１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同

項を同条第２項とする。 

第４１条の３第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第４１条の３第２項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項

及び第４項を削る。 

第４２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第４２条の３から第４２条の８までを削る。 

第４３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第４４条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第４６条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第４７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」

を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改め、

同条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改め

る。 

第４８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

） 
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第４９条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割

は、これ」を「軽自動車税」に改め、同条第２項及び第３項中「種別割」を「軽自

動車税」に改める。 

第４９条の２の見出し並びに同条第１項、第２項及び第３項中「種別割」を「軽

自動車税」に改める。 

第５０条第２項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第６条の２から第６条の６までを削る。 

附則第７条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年法律第７号」を「令和６年法律第

４号」に、「附則第１４条第１項」を「附則第２１条第１項」に、「令和３年度から

令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第９条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。 

第９条 削除 

附則第９条の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」

を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」を「同法第

４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の適用を受け

ないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４第５

項」に改める。 

附則第１０条第３項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２

４項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則

第１５条第２４項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５項第１号

ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第

２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附

則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に改め、同条第８

項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に改

め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第

３号ロ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１

５条第２４項第３号ハ」に改め、同条第１１項から第１３項までを削り、同条第１

４項中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条

第１１項とし、同条第１５項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６
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項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条中第１６項を第１３項とし、第１７項

を第１４項とし、同条に次の１項を加える。 

１５ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の

１とする。 

附則第１０条の２第１１項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」

に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年

国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇

場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規

定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１

項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する

建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１

７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造

及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第

２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第１１条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３

項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から第

４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年

４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月

３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３

号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４

月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和

８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

附則第１１条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を

削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種

別割」を削る。 

附則第１７条第３項第２号及び第１８条第２項第２号中「、附則第９条第１項」
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を削る。 

附則第１９条第２項第２号及び第５項第２号、第１９条の２第２項第２号及び第

５項第２号中「、第９条第１項」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１

１第１項に規定する利便性向上改善工事が行われた同項に規定する改修実演芸術

公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以降の年度分の軽

自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日の前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車

税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

る。 
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（参 考） 

 

泉大津市市税条例の一部を改正する条例要綱 

 

本条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の公布に伴

い、所要の改正を行ったものであること。 

１ 改正内容 

⑴ 環境性能割の廃止 

   米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自

動車使用者の取得時における負担を軽減、簡素化することを目的として、軽自

動車税の環境性能割を廃止するとしたものであること。（第４１条の３第３項

及び第４項、第４２条の３から第４２条の８まで、附則第６条の２から附則第

６条の６まで関係） 

⑵ 種別割の名称変更 

環境性能割の廃止に伴い、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税とする所要

の措置を講ずるとしたものであること。（第５条、第４１条の２、第４２条、第

４３条、第４４条、第４６条から第５０条まで、附則第１１条、附則第１１条

の２関係） 

⑶ バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る固定資産税の減額措置の

拡充 

  バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る固定資産税の減額措置に

ついて、特別特定建築物全般を対象とする等の見直しが行われたため、本市条

例においても所要の改正を行ったものであること。（附則第１０条の２第１１

項関係） 

⑷ 住宅ローン控除の延長等に伴う措置 

令和７年１２月末までに入居した者に係る個人市民税における住宅ローン控

除の控除限度額の算定に所得税の課税総所得金額等を使用していることを踏ま

え、これらの算定方法について、所得税の基礎控除の引上げに伴い、所要の措

置を講じるとしたものであること。（附則第９条及び附則第９条の２関係） 

⑸ その他所要の規定の整備を行ったものであること。 
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２ 附則に関する事項 

⑴ 施行期日 

この条例は、令和８年４月１日から施行したものであること。（改正条例附則

第１条） 

⑵ 経過措置 

この条例の施行に関し、所要の経過規定を定めたものであること。（改正条例

附則第２条及び第３条） 
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泉 大 津 市 市 税 条 例 新 旧 対 照 表 

 

改  正  後 改  正  前 

（納税証明事項） 

第５条 地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規

則」という。）第１条の９第２号に規

定する事項は、道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第５９条

第１項に規定する検査対象軽自動車

又は二輪の小型自動車について天災

その他やむを得ない事由により、軽

自動車税を滞納している場合におい

てその旨とする。 

（所得割の課税標準） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定

する特定配当等（次項及び第１７条

の２において「特定配当等」とい

う。）（同号ロに掲げるものを除く。

以下この項のおいて同じ。）に係る所

得を有する者に係る総所得金額は、

当該特定配当等に係る所得の金額を

除外して算定する。 

４～６ （略） 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第４１条の２ 軽自動車税は、軽自動

車等に対し、その所有者に課する。 

（納税証明事項） 

第５条 地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規

則」という。）第１条の９第２号に規

定する事項は、道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第５９条

第１項に規定する検査対象軽自動車

又は二輪の小型自動車について天災

その他やむを得ない事由により、種

別割を滞納している場合においてそ

の旨とする。 

（所得割の課税標準） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定

する特定配当等（以下本項及び次項

並びに第１７条の２において「特定

配当等」という。）に係る所得を有す

る者に係る総所得金額は、当該特定

配当等に係る所得の金額を除外して

算定する。 

 

４～６ （略） 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第４１条の２ 軽自動車税は、三輪以

上の軽自動車に対し、当該三輪以上
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５

条第１項の規定により軽自動車税を

課することができない者である場合

には、前項の規定にかかわらず、当

該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を課する。ただし、公用又は公共の

用に供する軽自動車等については、

この限りでない。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第４１条の３ 軽自動車等の売買契約

において売主が当該軽自動車等の所

有権を留保している場合には、買主

を軽自動車等の所有者とみなして、

軽自動車税を課する。 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契

の軽自動車の取得者に環境性能割に

よって、軽自動車等に対し、当該軽

自動車等の所有者に種別割によって

課する。 

２ 前項に規定する三輪以上の軽自動

車の取得者には、法第４４３条第２

項に規定する者を含まないものとす

る。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５

条第１項の規定により種別割を課す

ることができない者である場合に

は、第１項の規定にかかわらず、そ

の使用者に課する。ただし、公用又

は公共の用に供する軽自動車等につ

いては、これを課さない。 

 

（軽自動車税のみなす課税） 

第４１条の３ 軽自動車等の売買契約

において売主が当該軽自動車等の所

有権を留保している場合には、軽自

動車税の賦課徴収については、買主

を前条第１項に規定する三輪以上の

軽自動車の取得者（以下この章にお

いて「三輪以上の軽自動車の取得

者」という。）又は軽自動車等の所有

者とみなして、軽自動車税を課す

る。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契
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改  正  後 改  正  前 

約に係る軽自動車等について、買主

の変更があったときは、新たに買主

となる者を軽自動車等の所有者とみ

なして、軽自動車税を課する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約に係る軽自動車等について、買主

の変更があったときは、新たに買主

となる者を三輪以上の軽自動車の取

得者又は軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販

売業者等（以下この項において「販

売業者等」という。）が、その製造に

より取得した三輪以上の軽自動車又

はその販売のためその他運行（道路

運送車両法第２条第５項に規定する

運行をいう。次項において同じ。）以

外の目的に供するため取得した三輪

以上の軽自動車について、当該販売

業者等が、法第４４４条第３項に規

定する車両番号の指定を受けた場合

（当該車両番号の指定前に第１項の

規定の適用を受ける売買契約の締結

が行われた場合を除く。）には、当該

販売業者等を三輪以上の軽自動車の

取得者とみなして、環境性能割を課

する。 

４ 法の施行地外で三輪以上の軽自動

車を取得した者が、当該三輪以上の

軽自動車を法の施行地内に持ち込ん

で運行の用に供した場合には、当該

三輪以上の軽自動車を運行の用に供

する者を三輪以上の軽自動車の取得
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改  正  後 改  正  前 

 

 

（軽自動車税の課税免除） 

第４２条 商品である原動機付自転

車、軽自動車、小型特殊自動車及び

二輪の小型自動車（以下「軽自動車

等」で使用しないもの（第４７条第

１項に規定する申告がなされている

軽自動車等を除く。）に対しては、軽

自動車税を課さない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者とみなして、環境性能割を課す

る。 

（種別割の課税免除） 

第４２条 商品である原動機付自転

車、軽自動車、小型特殊自動車及び

二輪の小型自動車（以下「軽自動車

等」で使用しないもの（第４７条第

１項に規定する申告がなされている

軽自動車等を除く。）に対しては、種

別割を課さない。 

（環境性能割の課税標準） 

第４２条の３ 環境性能割の課税標準

は、三輪以上の軽自動車の取得のた

めに通常要する価額として施行規則

第１５条の１０に定めるところによ

り算定した金額とする。 

（環境性能割の税率） 

第４２条の４ 次の各号に掲げる三輪

以上の軽自動車に対して課する環境

性能割の税率は、当該各号に定める

率とする。 

⑴ 法第４５１条第１項（同条第４

項又は第５項において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受ける

もの １００分の１ 

⑵ 法第４５１条第２項（同条第４

項又は第５項において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受ける
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もの １００分の２ 

⑶ 法第４５１条第３項の規定の適

用を受けるもの １００分の３ 

（環境性能割の徴収の方法） 

第４２条の５ 環境性能割の徴収につ

いては、申告納付の方法によらなけ

ればならない。 

（環境性能割の申告納付） 

第４２条の６ 環境性能割の納税義務

者は、法第４５４条第１項各号に掲

げる三輪以上の軽自動車の区分に応

じ、当該各号に定める時又は日まで

に、施行規則第３３号の４様式によ

る申告書を市長に提出するととも

に、その申告に係る環境性能割額を

納付しなければならない。 

２ 三輪以上の軽自動車の取得者（環

境性能割の納税義務者を除く。）は、

法第４５４条第１項各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める時又は

日までに、施行規則第３３号の４様

式による報告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する

過料） 

第４２条の７ 環境性能割の納税義務

者が前条の規定により申告し、又は

報告すべき事項について正当な事由
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の税率） 

第４３条 次の各号に掲げる軽自動車

等に対して課する軽自動車税の税率

は、１台について、それぞれ当該各

号に定める額とする。 

 ⑴～⑶ （略） 

（軽自動車税の納期） 

第４４条 軽自動車税の納期は、５月

１日から同月３１日までとする。 

がなくて申告又は報告をしなかった

場合には、その者に対し、１０万円

以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、

市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合にお

いて発する納入通知書に指定すべき

納期限は、その発付の日から１０日

以内とする。 

（環境性能割の減免） 

第４２条の８ 市長は、公益のため直

接専用する三輪以上の軽自動車又は

第４９条の２第１項各号に掲げる軽

自動車等（三輪以上のものに限る。）

のうち必要と認めるものに対して

は、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減

免を受けるための手続その他必要な

事項については、規則で定める。 

（種別割の税率） 

第４３条 次の各号に掲げる軽自動車

等に対して課する種別割の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に

定める額とする。 

⑴～⑶ （略） 

（種別割の納期） 

第４４条 種別割の納期は、５月１日

から同月３１日までとする。 
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改  正  後 改  正  前 

２ （略） 

（軽自動車税の徴収の方法） 

第４６条 軽自動車税は、普通徴収の

方法によって徴収する。 

（軽自動車税に関する申告又は報告） 

第４７条 軽自動車税の納税義務者で

ある軽自動車等の所有者又は使用者

（以下「軽自動車等の所有者等」と

いう。）は、軽自動車等の所有者等と

なった日から１５日以内に、軽自動

車及び二輪の小型自動車の所有者又

は使用者にあっては施行規則第３３

号の４様式による申告書、原動機付

自転車及び小型特殊自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第３

３号の５様式による申告書並びにそ

の者の住所を証明すべき書類を市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当

該申告事項について変更があった場

合においては、その事由が生じた日

から１５日以内に、当該変更があっ

た事項について軽自動車及び二輪の

小型自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第３３号の４様式

による申告書並びに原動機付自転車

及び小型特殊自動車の所有者又は使

用者にあっては施行規則第３３号の

２ （略） 

（種別割の徴収の方法） 

第４６条 種別割は、普通徴収の方法

によって徴収する。 

（種別割に関する申告又は報告） 

第４７条 種別割の納税義務者である

軽自動車等の所有者又は使用者（以

下「軽自動車等の所有者等」とい

う。）は、軽自動車等の所有者等と

なった日から１５日以内に、軽自動

車及び二輪の小型自動車の所有者又

は使用者にあっては施行規則第３３

号の４の２様式による申告書、原動

機付自転車及び小型特殊自動車の所

有者又は使用者にあっては施行規則

第３３号の５様式による申告書並び

にその者の住所を証明すべき書類を

市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当

該申告事項について変更があった場

合においては、その事由が生じた日

から１５日以内に、当該変更があっ

た事項について軽自動車及び二輪の

小型自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第３３号の４の２

様式による申告書並びに原動機付自

転車及び小型特殊自動車の所有者又

は使用者にあっては施行規則第３３
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改  正  後 改  正  前 

５様式による申告書を市長に提出し

なければならない。ただし、次項の

規定により申告書を提出すべき場合

については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなっ

た者は、軽自動車等の所有者等でな

くなった日から３０日以内に、軽自

動車及び二輪の小型自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第３

３号の４様式による申告書並びに原

動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規

則第３４号様式による申告書を市長

に提出しなければならない。 

４ （略） 

（軽自動車税に係る不申告等に関する

過料） 

第４８条 （略） 

２及び３ （略） 

（軽自動車税の減免） 

第４９条 市長は、つぎの各号に掲げ

る軽自動車等のうち、市長において

必要があるものに対して課する軽自

動車税を減免する。 

 ⑴～⑶ （略） 

２ 前項の規定によって軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限

までに、当該軽自動車等について減

号の５様式による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、次

項の規定により申告書を提出すべき

場合については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなっ

た者は、軽自動車等の所有者等でな

くなった日から３０日以内に、軽自

動車及び二輪の小型自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第３

３号の４の２様式による申告書並び

に原動機付自転車及び小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第３４号様式による申告書を

市長に提出しなければならない。 

４ （略） 

（種別割に係る不申告等に関する過

料） 

第４８条 （略） 

２及び３ （略） 

（種別割の減免） 

第４９条 市長は、つぎの各号に掲げ

る軽自動車等のうち、市長において

必要があるものに対して課する種別

割は、これを減免する。 

 ⑴～⑶ （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免

を受けようとする者は、納期限まで

に、当該軽自動車等について減免を
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改  正  後 改  正  前 

免を受けようとする税額及び次の各

号に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする事由を証明する書

類を添付し、これを市長に提出しな

ければならない。 

 ⑴～⑼ （略） 

３ 第１項の規定によって軽自動車税

の減免を受けた者は、その事由が消

滅した場合においては、直ちにその

旨を市長に申告しなければならな

い。 

（身体障害者等に対する軽自動車税の

減免） 

第４９条の２ 市長は、次の各号に掲

げる軽自動車等に対しては、軽自動

車税を減免することができる。 

 ⑴及び⑵ （略） 

２ 前項の規定によって軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限

までに、規則で定めるところによっ

て市長に申請しなければならない。 

３ 前条第３項の規定は、第１項の規

定によって軽自動車税の減免を受け

ている者について準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車

の標識の交付等） 

第５０条 （略） 

２ 第４２条の規定によって軽自動車

受けようとする税額及び次の各号に

掲げる事項を記載した申請書に減免

を必要とする事由を証明する書類を

添付し、これを市長に提出しなけれ

ばならない。 

 ⑴～⑼ （略） 

３ 第１項の規定によって種別割の減

免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を

市長に申告しなければならない。 

 

（身体障害者等に対する種別割の減

免） 

第４９条の２ 市長は、次の各号に掲

げる軽自動車等に対しては、種別割

を減免することができる。 

 ⑴及び⑵ （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免

を受けようとする者は、納期限まで

に、規則で定めるところによって市

長に申請しなければならない。 

３ 前条第３項の規定は、第１項の規

定によって種別割の減免を受けてい

る者について準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車

の標識の交付等） 

第５０条 （略） 

２ 第４２条の規定によって種別割の
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改  正  後 改  正  前 

税の免除を受けるべき原動機付自転

車を運行する必要がある場合は、あ

らかじめ当該原動機付自転車等の販

売業者は、市長に申請書を提出し

て、その車体に取り付けるべき標識

の交付を受けなければならない。こ

の標識は交付された年度中有効と

し、引続いて必要がある場合は毎年

４月１５日までに更新して交付の申

請をしなければならない。 

３～６ （略） 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免除を受けるべき原動機付自転車を

運行する必要がある場合は、あらか

じめ当該原動機付自転車等の販売業

者は、市長に申請書を提出して、そ

の車体に取り付けるべき標識の交付

を受けなければならない。この標識

は交付された年度中有効とし、引続

いて必要がある場合は毎年４月１５

日までに更新して交付の申請をしな

ければならない。 

３～６ （略） 

   附 則 

（軽自動車税の環境性能割の非課税の

特例） 

第６条の２ 市長は、当分の間、第４

２条の２の規定にかかわらず、大阪

府知事が自動車税の環境性能割を課

税免除する自動車に相当するものと

して市長が定める三輪以上の軽自動

車に対しては、軽自動車の環境性能

割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

の特例） 

第６条の２の２ 軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収は、当分の間、第１

章の規定にかかわらず、大阪府が、

自動車税の環境性能割の賦課徴収の

例により、行うものとする。 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大阪府知事は、当分の間、前項の

規定により行う軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関し、三輪以上の

軽自動車が法第４４６条第１項（同

条第２項又は第３項において準用す

る場合を含む。）又は法第４５１条第

１項若しくは第２項（これらの規定

を同条第４項又は第５項において準

用する場合を含む。）の適用を受ける

三輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通

大臣の認定等（法附則第２９条の９

第３項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。）に

基づき当該判断をするものとする。 

３ 大阪府知事は、当分の間、第１項

の規定により賦課徴収を行う軽自動

車税の環境性能割につき、その納付

すべき額について不足額があること

を附則第６条の４の規定により読み

替えられた第４２条の６第１項の納

期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限）後にお

いて知った場合において、当該事実

が生じた原因が、国土交通大臣の認

定等の申請をした者が偽りその他不

正の手段（当該申請をした者に当該

申請に必要な情報を直接又は間接に
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供した者の偽りその他不正の手段

を含む。）により国土交通大臣の認定

等を受けたことを事由として国土交

通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものである

ときは、当該申請をした者又はその

一般承継人を当該不足額に係る三輪

以上の軽自動車について法附則第２

９条の１１の規定によりその例によ

ることとされた法第１６１条第１項

に規定する申告書を提出すべき当該

三輪以上の軽自動車の取得者とみな

して、軽自動車税の環境性能割に関

する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合にお

ける納付すべき軽自動車税の環境性

能割の額は、同項の不足額に、これ

に１００分の３５の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特

例） 

第６条の３ 市長は、当分の間、第４

２条の８の規定にかかわらず、大阪

府知事が自動車税の環境性能割を減

免する自動車に相当するものとして

市長が定める三輪以上の軽自動車に

対しては、軽自動車税の環境性能割

を減免する。 

-40-



改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付

の特例） 

第６条の４ 第４２条の６の規定によ

る申告納付については、当分の間、

同条中「市長」とあるのは、「大阪府

知事」とする。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収

取扱費の交付） 

第６条の５ 市は、大阪府が軽自動車

税の環境性能割の賦課徴収に関する

事務を行うために要する費用を補償

するため、法附則第２９条の１６第

１項に掲げる金額の合計額を、徴収

取扱費として大阪府に交付する。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特

例） 

第６条の６ 営業用の三輪以上の軽自

動車に対する第４２条の４の規定の

適用については、当分の間、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分

の１ 

１００分

の０．５ 

第２号 １００分

の２ 

１００分

の１ 

第３号 １００分

の３ 

１００分

の２ 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

（令和６年度から令和８年度までの用

途変更宅地等及び類似用途変更宅地等

に対して課する固定資産税及び都市計

画税に関する経過措置） 

第７条 地方税法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第４号）附則第

２１条第１項の規定に基づき、令和

６年度から令和８年度までの各年度

分の固定資産税及び都市計画税につ

いては、法附則第１８条の３（法附

則第２１条の２第２項において準用

する場合を含む。）及び法附則第２５

条の３（法附則第２７条の４の２第

２項において準用する場合を含む。）

の規定は、適用しない。 

２ （略） 

 

 

第９条 削除 

 

 

 

２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対

する第４２条の４（第３号に係る部

分に限る。）の規定の適用について

は、当分の間、同号中「１００分の

３」とあるのは、「１００分の２」と

する。 

（令和３年度から令和５年度までの用

途変更宅地等及び類似用途変更宅地等

に対して課する固定資産税及び都市計

画税に関する経過措置） 

第７条 地方税法等の一部を改正する

法律（令和３年法律第７号）附則第

１４条第１項の規定に基づき、令和

３年度から令和５年度までの各年度

分の固定資産税及び都市計画税につ

いては、法附則第１８条の３（法附

則第２１条の２第２項において準用

する場合を含む。）及び法附則第２５

条の３（法附則第２７条の４の２第

２項において準用する場合を含む。）

の規定は、適用しない。 

２ （略） 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除） 

第９条 平成２０年度から平成２８年

度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分

の所得税につき租税特別措置法（昭
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和３２年法律第２６号）第４１条又

は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に

規定する居住年（次条において「居

住年」という。）が平成１１年から平

成１８年までの各年である場合に限

る。）においては、法附則第５条の４

第６項に規定するところにより控除

すべき額（第３項において「市民税

の住宅借入金等特別税額控除額」と

いう。）を、当該納税義務者の第１４

条及び第１６条の２の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合にお

ける第１７条及び第１７条の２第１

項の規定の適用については、第１７

条中「前２条」とあるのは「前２条

並びに附則第９条第１項」と、同項

中「前３条」とあるのは「前３条並

びに附則第９条第１項」とする。 

３ 第１項の規定は、市民税の所得割

の納税義務者が、当該年度の初日の

属する年の３月１５日までに、施行

規則で定めるところにより、同項の

規定の適用を受けようとする旨及び

市民税の住宅借入金等特別税額控除

額の控除に関する事項を記載した市

民税住宅借入金等特別税額控除申告
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除） 

第９条の２ 平成２２年度から令和２

０年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前

年分の所得税につき租税特別措置法

第４１条又は第４１条の２の２の規

定の適用を受けた場合（同法第４１

条第１項に規定する居住年が平成２

１年から令和７年までの各年である

場合に限る。）には、法附則第５条の

４第５項（同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）

に規定するところにより控除すべき

額を、当該納税義務者の第１４条及

び第１６条の２の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。 

 

 

２ （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

書（その提出期限後において市民税

の納税通知書が送達される時までに

提出されたものを含む。）を、市長に

提出した場合（法附則第５条の４第

９項の規定により税務署長を経由し

て提出した場合を含む。）に限り、適

用する。 

 

 

第９条の２ 平成２２年度から令和２

０年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前

年分の所得税につき租税特別措置法

第４１条又は第４１条の２の２の規

定の適用を受けた場合（居住年が平

成１１年から平成１８年まで又は平

成２１年から令和７年までの各年で

ある場合に限る。）において、前条第

１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第５項

（同条第７項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当

該納税義務者の第１４条及び第１６

条の２の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。 

２ （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

-44-



改  正  後 改  正  前 

例で定める割合） 

第１０条 （略） 

２ （略） 

３ 法附則第１５条第２４項第１号イ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２４項第１号ロ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２４項第１号ハ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２４項第１号ニ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２４項第２号に

規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、７

分の６とする。 

８ 法附則第１５条第２４項第３号イ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２４項第３号ロ

例で定める割合） 

第１０条 （略） 

２ （略） 

３ 法附則第１５条第２５項第１号イ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２５項第１号ロ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２５項第１号ハ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２５項第１号ニ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に

規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、７

分の６とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第３号イ

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第３号ロ
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改  正  後 改  正  前 

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２４項第３号

ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 法附則第１５条第３５項に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第３６項に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

１３及び１４ （略） 

１５ 法附則第１５条の１１第１項に

規定する市町村の条例で定める割合

に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、

４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第３号

ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

１１ 法附則第１５条第２５項第４号

イに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２５項第４号

ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第２５項第４号

ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第３６項に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３７項に規定

する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

１６及び１７ （略） 

 

 

-46-



改  正  後 改  正  前 

は３分の１とする。 

（耐震基準適合住宅等に対する固定資

産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

第１０条の２ （略） 

２～１０ （略） 

１１ 法附則第１５条の１１第１項の

改修特別特定建築物について、同項

の規定の適用を受けようとする者

は、同項に規定する利便性等向上改

修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第７条の２第１項

に規定する補助に係る補助金確定通

知書の写し及び高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号）第１４

条第１項に規定する建築物移動等円

滑化基準（同条３項の条例で付加し

た事項を含む。）又は同法第１７条第

３項第１号に規定する同法第２条第

２０号に規定する建築物特定施設の

構造及び配置に関する基準に適合す

る旨を証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

⑴及び⑵ （略） 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施

 

（耐震基準適合住宅等に対する固定資

産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

第１０条の２ （略） 

２～１０ （略） 

１１ 法附則第１５条の１１第１項の

改修実演芸術公演施設について、同

項の規定の適用を受けようとする者

は、同項に規定する利便性等向上改

修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告

書に高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行規則

（平成１８年国土交通省令第１１０

号）第１０条第２項に規定する通知

書の写し及び主として劇場、音楽堂

等の活性化に関する法律（平成２４

年法律第４９号）第２条第２項に規

定する実演芸術の公演の用に供する

施設である旨を証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

 

 

 

⑴及び⑵ （略） 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施
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改  正  後 改  正  前 

行令（平成１８年政令第３７９

号）第５条各号に掲げる特別特定

建築物（高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律第

１４条第３項の条例で定める同法

第２条第１８号に規定する特定建

築物を含む。）のいずれに該当する

かの別 

⑷～⑹ （略） 

（軽自動車税の税率の特例） 

第１１条 法附則第３０条第１項に規

定する三輪以上の軽自動車に対する

当該軽自動車が最初の道路運送車両

法第６０条第１項後段の規定による

車両番号の指定（次項及び第３項に

おいて「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた月から起算して１４年

を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税に係る第４３条の

規定の適用については、当分の間、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 
 

（略） 
 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び

第２号に掲げる三輪以上の軽自動車

に対する第４３条の規定の適用につ

行令（平成１８年政令第３７９

号）第５条第３号に規定する劇場

若しくは演芸場又は同条第４号に

規定する集会場若しくは公会堂の

いずれに該当するかの別 

 

 

 

⑷～⑹ （略） 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１１条 法附則第３０条第１項に規

定する三輪以上の軽自動車に対する

当該軽自動車が最初の法第４４４条

第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第４項までにおいて「初

回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割に係る第４３条の規定

の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 
  

（略） 
 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び

第２号に掲げる三輪以上の軽自動車

に対する第４３条の規定の適用につ
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改  正  後 改  正  前 

いては、当該軽自動車が令和７年４

月１日から令和１０年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた

場合には、当該初回車両番号指定を

受けた日の属する年度の翌年度分の

軽自動車税に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 
 

（略） 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適

用を受ける三輪以上の同項に規定す

るガソリン軽自動車（以下この項に

おいて「ガソリン軽自動車」とい

う。）（営業用の乗用のものに限る。）

に対する第４３条の規定の適用につ

いては、当該ガソリン軽自動車が令

和７年４月１日から令和８年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、令和８年度分の軽

自動車税に限り、同条第２号ア（イ）中

「３，９００円」とあるのは「２，

０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，

９００円」とあるのは「３，５００

円」とする。 

 

 

いては、当該軽自動車が令和４年４

月１日から令和８年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場

合には、当該初回車両番号指定を受

けた日の属する年度の翌年度分の軽

自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 
 

（略） 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適

用を受ける三輪以上の法第４４６条

第１項第３号に規定するガソリン軽

自動車（以下この項及び次項におい

て「ガソリン軽自動車」という。）

（営業用の乗用のものに限る。）に対

する第４３条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和４

年４月１日から令和８年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初回車両番号指定

を受けた日の属する年度の翌年度分

の軽自動車税の種別割に限り、同条

第２号ア（イ）中「３，９００円」とあ

るのは「２，０００円」と、同号ア

（ウ）ａ中「６，９００円」とあるのは

「３，５００円」とする。 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税の賦課徴収の特例） 

 

第１１条の２ 市長は、軽自動車税の

賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動

車が前条第２項又は第３項の規定の

適用を受ける三輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をする

ものとする。 

４ 法附則第３０条第４項の規定の適

用を受ける三輪以上のガソリン軽自

動車（前項の規定の適用を受けるも

のを除き、営業用の乗用のものに限

る。）に対する第４３条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車

が令和４年４月１日から令和７年３

月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には、当該初回車両

番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限

り、同条第２号ア（イ）中「３，９００

円」とあるのは「３，０００円」

と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」

とあるのは「５，２００円」とす

る。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

第１１条の２ 市長は、軽自動車税の

種別割の賦課徴収に関し、三輪以上

の軽自動車が前条第２項から第４項

までの規定の適用を受ける三輪以上

の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認

定等（法附則第３０条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をい

う。次項において同じ。）に基づき当

該判断をするものとする。 
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改  正  後 改  正  前 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の

額について不足額があることを第４

４条第２項の納期限（納期限の延長

があったときは、その延長された納

期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が、国土

交通大臣の認定等の申請をした者が

偽りその他不正の手段（当該申請を

した者に当該申請に必要な情報を直

接又は間接に提供した者の偽りその

他不正の手段を含む。）により国土交

通大臣の認定等を受けたことを事由

として国土交通大臣が当該国土交通

大臣の認定等を取り消したことによ

るものであるときは、当該申請をし

た者又はその一般承継人を賦課期日

現在における当該不足額に係る三輪

以上の軽自動車の所有者とみなし

て、軽自動車税に関する規定（第４

７条及び第４８条の規定を除く。）を

適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合にお

ける納付すべき軽自動車税の額は、

同項の不足額に、これに１００分の

３５の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

市民税の課税の特例） 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の

種別割の額について不足額があるこ

とを第４４条第２項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長

された納期限）後において知った場

合において、当該事実が生じた原因

が、国土交通大臣の認定等の申請を

した者が偽りその他不正の手段（当

該申請をした者に当該申請に必要な

情報を直接又は間接に提供した者の

偽りその他不正の手段を含む。）によ

り国土交通大臣の認定等を受けたこ

とを事由として国土交通大臣が当該

国土交通大臣の認定等を取り消した

ことによるものであるときは、当該

申請をした者又はその一般承継人を

賦課期日現在における当該不足額に

係る三輪以上の軽自動車の所有者と

みなして、軽自動車税の種別割に関

する規定（第４７条及び第４８条の

規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合にお

ける納付すべき軽自動車税の種別割

の額は、同項の不足額に、これに１

００分の３５の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

市民税の課税の特例） 
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改  正  後 改  正  前 

第１７条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 第１６条の２、第１６条の３、

第１７条、第１７条の２第１項、

附則第８条の２第１項及び附則第

９条の２第１項の規定の適用につ

いては、第１６条の２中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第１７条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第１

６条の３第１項前段、第１７条、

第１７条の２第１項、附則第８条

の２第１項及び附則第９条の２第

１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１７条

第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第１６条の３第１項

後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１７条第

１項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

 

 ⑶～⑸ （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第１７条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 第１６条の２、第１６条の３、

第１７条、第１７条の２第１項、

附則第８条の２第１項、附則第９

条第１項及び附則第９条の２第１

項の規定の適用については、第１

６条の２中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第１７

条第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第１６条の３第１

項前段、第１７条、第１７条の２

第１項、附則第８条の２第１項、

附則第９条第１項及び附則第９条

の２第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第

１７条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第１６条の３

第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１

７条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略）  

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例） 
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改  正  後 改  正  前 

第１８条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ （略）  

⑵ 第１６条の２、第１６条の３、

第１７条、第１７条の２第１項、

附則第８条の２第１項及び附則第

９条の２第１項の規定の適用につ

いては、第１６条の２中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第１８条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第１

６条の３第１項前段、第１７条、

第１７条の２第１項、附則第８条

の２第１項及び附則第９条の２第

１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１８条

第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第１６条の３第１項

後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１８条第

１項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

 

⑶～⑸ （略） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条 （略） 

第１８条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ （略）  

⑵ 第１６条の２、第１６条の３、

第１７条、第１７条の２第１項、

附則第８条の２第１項、附則第９

条第１項及び附則第９条の２第１

項の規定の適用については、第１

６条の２中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第１８

条第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第１６条の３第１

項前段、第１７条、第１７条の２

第１項、附則第８条の２第１項、

附則第９条第１項及び附則第９条

の２第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第

１８条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第１６条の３

第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１

８条第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条 （略） 
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改  正  後 改  正  前 

２ 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 第１６条の２から第１９条ま

で、第１９条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項及び第９条の

２第１項の規定の適用について

は、第１６条の２中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１９条第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第１６

条の３第１項前段、第１９条、第

１９条の２第１項並びに附則第８

条の２第１項及び第９条の２第１

項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１９条

第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第１６条の３第１項

後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１９条第

１項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

 

 ⑶～⑸ （略） 

３及び４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場

合には、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 第１６条の２から第１９条ま

で、第１９条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項、第９条第１

項及び第９条の２第１項の規定の

適用については、第１６条の２中

「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第１９条第１項の

規定による市民税の所得割の額」

と、第１６条の３第１項前段、第

１９条、第１９条の２第１項並び

に附則第８条の２第１項、第９条

第１項及び第９条の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１９条第１項

の規定による市民税の所得割の

額」と、第１６条の３第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１９条第１項

の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） 

３及び４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場

合には、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 
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改  正  後 改  正  前 

⑵ 第１６条の２から第１９条ま

で、第１９条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項及び第９条の

２第１項の規定の適用について

は、第１６条の２中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１９条第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第

１６条の３第１項前段、第１９

条、第１９条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項及び第９条の

２第１項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第１

９条第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第１６条の

３第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

１９条第３項後段の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

 ⑶～⑸ （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 第１６条の２から第１９条ま

⑵ 第１６条の２から第１９条ま

で、第１９条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項、第９条第１

項及び第９条の２第１項の規定の

適用については、第１６条の２中

「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第１９条第３項後

段の規定による市民税の所得割の

額」と、第１６条の３第１項前

段、第１９条、第１９条の２第１

項並びに附則第８条の２第１項、

第９条第１項及び第９条の２第１

項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１９条

第３項後段の規定による市民税の

所得割の額」と、第１６条の３第

１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第１９

条第３項後段の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 第１６条の２から第１９条ま
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改  正  後 改  正  前 

で、第１９条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項及び第９条の

２第１項の規定の適用について

は、第１６条の２中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１９条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第

１６条の３第１項前段、第１９

条、第１９条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項及び第９条の

２第１項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第１

９条の２第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第１６条の

３第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第

１９条の２第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

⑶～⑸ （略） 

３及び４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場

合には、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 第１６条の２から第１７条ま

で、第１７条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項及び第９条の

２第１項の規定の適用について

で、第１９条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項、第９条第１

項及び第９条の２第１項の規定の

適用については、第１６条の２中

「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第１９条の２第１

項の規定による市民税の所得割の

額」と、第１６条の３第１項前

段、第１９条、第１９条の２第１

項並びに附則第８条の２第１項、

第９条第１項及び第９条の２第１

項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１９条

の２第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第１６条の３第

１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第１９

条の２第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

⑶～⑸ （略） 

３及び４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場

合には、次に定めるところによる。 

⑴ （略） 

⑵ 第１６条の２から第１７条ま

で、第１７条の２第１項並びに附

則第８条の２第１項、第９条第１

項及び第９条の２第１項の規定の
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改  正  後 改  正  前 

は、第１６条の２中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び

附則第１９条の２第３項後段の規

定による市民税の所得割の額」

と、第１６条の３第１項前段、第

１９条、第１９条の２第１項並び

に附則第８条の２第１項及び第９

条の２第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則

第１９条の２第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第

１６条の３第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第１７条第３項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

 

 ⑶～⑸ （略） 

６ （略） 

適用については、第１６条の２中

「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第１９条の２第３

項後段の規定による市民税の所得

割の額」と、第１６条の３第１項

前段、第１９条、第１９条の２第

１項並びに附則第８条の２第１

項、第９条第１項及び第９条の２

第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第１９

条の２第３項後段の規定による市

民税の所得割の額」と、第１６条

の３第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則

第１７条第３項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とす

る。 

⑶～⑸ （略） 

６ （略） 
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報告第８号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和８年５月１３日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 ５ 

専 決 年 月 日 令和８年３月３１日 

事 件 名 
令和７年度泉大津市一般会計補正予算の件（補正第７

号） 
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令 和 ７ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第７号）
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専決第５号 

 

令和７年度泉大津市一般会計補正予算  

 

令和７年度泉大津市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０６,７３１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２,２９８,６６８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和８年３月３１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 地方譲与税 195,504 3,342 198,846

2 自動車重量譲与税 95,000 3,054 98,054

4 森林環境譲与税 8,504 288 8,792

4 配当割交付金 90,000 36,391 126,391

1 配当割交付金 90,000 36,391 126,391

株式等譲渡所得割交付
5 90,000 102,849 192,849

金

株式等譲渡所得割交付
1 90,000 102,849 192,849

金

6 法人事業税交付金 220,000 14,920 234,920

1 法人事業税交付金 220,000 14,920 234,920

7 地方消費税交付金 1,800,000 145,347 1,945,347

1 地方消費税交付金 1,800,000 145,347 1,945,347

8 環境性能割交付金 32,000 7,852 39,852

1 環境性能割交付金 32,000 7,852 39,852

9 地方特例交付金 73,500 1,076 74,576

新型コロナウイルス感染症対
2 0 1,076 1,076
策地方税減収補填特別交付金

10 地方交付税 5,673,013 29,945 5,702,958

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 地方交付税 5,673,013 29,945 5,702,958

13 使用料及び手数料 306,523 △4,315 302,208

2 手数料 127,557 △4,315 123,242

16 財産収入 151,334 67,413 218,747

1 財産運用収入 121,824 889 122,713

2 財産売払収入 29,510 66,524 96,034

17 寄附金 1,032,010 0 1,032,010

1 寄附金 1,032,010 0 1,032,010

20 諸収入 1,317,113 1,911 1,319,024

5 雑入 925,469 1,911 927,380

歳 入 合 計 41,891,937 406,731 42,298,668
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 地方譲与税 195,504 3,342 198,846

2 自動車重量譲与税 95,000 3,054 98,054

4 森林環境譲与税 8,504 288 8,792

4 配当割交付金 90,000 36,391 126,391

1 配当割交付金 90,000 36,391 126,391

株式等譲渡所得割交付
5 90,000 102,849 192,849

金

株式等譲渡所得割交付
1 90,000 102,849 192,849

金

6 法人事業税交付金 220,000 14,920 234,920

1 法人事業税交付金 220,000 14,920 234,920

7 地方消費税交付金 1,800,000 145,347 1,945,347

1 地方消費税交付金 1,800,000 145,347 1,945,347

8 環境性能割交付金 32,000 7,852 39,852

1 環境性能割交付金 32,000 7,852 39,852

9 地方特例交付金 73,500 1,076 74,576

新型コロナウイルス感
2 0 1,076 1,076

染症対策地方税減収補

10 地方交付税 5,673,013 29,945 5,702,958

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 地方交付税 5,673,013 29,945 5,702,958

13 使用料及び手数料 306,523 △4,315 302,208

2 手数料 127,557 △4,315 123,242

16 財産収入 151,334 67,413 218,747

1 財産運用収入 121,824 889 122,713

2 財産売払収入 29,510 66,524 96,034

17 寄附金 1,032,010 0 1,032,010

1 寄附金 1,032,010 0 1,032,010

20 諸収入 1,317,113 1,911 1,319,024

5 雑入 925,469 1,911 927,380

歳 入 合 計 41,891,937 406,731 42,298,668
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歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 総務費 5,943,129 408,698 6,351,827

1 総務管理費 4,594,709 408,698 5,003,407

4 衛生費 3,536,587 △4,224 3,532,363

2 清掃費 1,286,385 △4,224 1,282,161

7 土木費 3,455,067 2,257 3,457,324

2 道路橋りょう費 567,702 1,951 569,653

4 都市計画費 743,756 306 744,062

歳 出 合 計 41,891,937 406,731 42,298,668
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令和７年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第７号）
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１ 総 括

歳 入 （単位：千円）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 地方譲与税 １９５，５０４ ３，３４２ １９８，８４６

4 配当割交付金 ９０，０００ ３６，３９１ １２６，３９１

5 株式等譲渡所得割交付金 ９０，０００ １０２，８４９ １９２，８４９

6 法人事業税交付金 ２２０，０００ １４，９２０ ２３４，９２０

7 地方消費税交付金 １，８００，０００ １４５，３４７ １，９４５，３４７

8 環境性能割交付金 ３２，０００ ７，８５２ ３９，８５２

9 地方特例交付金 ７３，５００ １，０７６ ７４，５７６

10 地方交付税 ５，６７３，０１３ ２９，９４５ ５，７０２，９５８

13 使用料及び手数料 ３０６，５２３ △４，３１５ ３０２，２０８

16 財産収入 １５１，３３４ ６７，４１３ ２１８，７４７

17 寄附金 １，０３２，０１０ ０ １，０３２，０１０

20 諸収入 １，３１７，１１３ １，９１１ １，３１９，０２４

歳 入 合 計 ４１，８９１，９３７ ４０６，７３１ ４２，２９８，６６８
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１ 総 括

歳 入 （単位：千円）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 地方譲与税 １９５，５０４ ３，３４２ １９８，８４６

4 配当割交付金 ９０，０００ ３６，３９１ １２６，３９１

5 株式等譲渡所得割交付金 ９０，０００ １０２，８４９ １９２，８４９

6 法人事業税交付金 ２２０，０００ １４，９２０ ２３４，９２０

7 地方消費税交付金 １，８００，０００ １４５，３４７ １，９４５，３４７

8 環境性能割交付金 ３２，０００ ７，８５２ ３９，８５２

9 地方特例交付金 ７３，５００ １，０７６ ７４，５７６

10 地方交付税 ５，６７３，０１３ ２９，９４５ ５，７０２，９５８

13 使用料及び手数料 ３０６，５２３ △４，３１５ ３０２，２０８

16 財産収入 １５１，３３４ ６７，４１３ ２１８，７４７

17 寄附金 １，０３２，０１０ ０ １，０３２，０１０

20 諸収入 １，３１７，１１３ １，９１１ １，３１９，０２４

歳 入 合 計 ４１，８９１，９３７ ４０６，７３１ ４２，２９８，６６８
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歳 出 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一 般 財 源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2 総務費 5,943,129 408,698 6,351,827 67,264 341,434

4 衛生費 3,536,587 △4,224 3,532,363 △4,224

7 土木費 3,455,067 2,257 3,457,324 2,257

歳 出 合 計 41,891,937 406,731 42,298,668 65,297 341,434
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歳 出 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一 般 財 源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2 総務費 5,943,129 408,698 6,351,827 67,264 341,434

4 衛生費 3,536,587 △4,224 3,532,363 △4,224

7 土木費 3,455,067 2,257 3,457,324 2,257

歳 出 合 計 41,891,937 406,731 42,298,668 65,297 341,434
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２ 歳 入

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

195,504 3,342 198,846

(款) 2 地方譲与税

（単位：千円）

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 自動車重量譲与税 95,000 3,054 98,054 1 自動車重量譲与税 3,054 自動車重量譲与税

計 95,000 3,054 98,054

(項) 4 森林環境譲与税

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 森林環境譲与税 8,504 288 8,792 1 森林環境譲与税 288 森林環境譲与税

計 8,504 288 8,792

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

90,000 36,391 126,391

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 配当割交付金 90,000 36,391 126,391 1 配当割交付金 36,391 配当割交付金

計 90,000 36,391 126,391
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２ 歳 入

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

195,504 3,342 198,846

(款) 2 地方譲与税

（単位：千円）

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 自動車重量譲与税 95,000 3,054 98,054 1 自動車重量譲与税 3,054 自動車重量譲与税

計 95,000 3,054 98,054

(項) 4 森林環境譲与税

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 森林環境譲与税 8,504 288 8,792 1 森林環境譲与税 288 森林環境譲与税

計 8,504 288 8,792

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

90,000 36,391 126,391

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 配当割交付金 90,000 36,391 126,391 1 配当割交付金 36,391 配当割交付金

計 90,000 36,391 126,391
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補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

90,000 102,849 192,849

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

（単位：千円）

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 株式等譲渡所得割交付金 90,000 102,849 192,849 1 株式等譲渡所得割 102,849 株式等譲渡所得割交付金

交付金

計 90,000 102,849 192,849

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

220,000 14,920 234,920

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 法人事業税交付金 220,000 14,920 234,920 1 法人事業税交付金 14,920 法人事業税交付金

計 220,000 14,920 234,920

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

1,800,000 145,347 1,945,347

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 地方消費税交付金 1,800,000 145,347 1,945,347 1 地方消費税交付金 145,347 地方消費税交付金 42,756
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補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

90,000 102,849 192,849

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

（単位：千円）

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 株式等譲渡所得割交付金 90,000 102,849 192,849 1 株式等譲渡所得割 102,849 株式等譲渡所得割交付金

交付金

計 90,000 102,849 192,849

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

220,000 14,920 234,920

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 法人事業税交付金 220,000 14,920 234,920 1 法人事業税交付金 14,920 法人事業税交付金

計 220,000 14,920 234,920

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

1,800,000 145,347 1,945,347

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 地方消費税交付金 1,800,000 145,347 1,945,347 1 地方消費税交付金 145,347 地方消費税交付金 42,756
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（単位：千円）

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

社会保障財源交付金 102,591

計 1,800,000 145,347 1,945,347

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

32,000 7,852 39,852

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 環境性能割交付金 32,000 7,852 39,852 1 環境性能割交付金 7,852 環境性能割交付金

計 32,000 7,852 39,852

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

73,500 1,076 74,576

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 0 1,076 1,076 1 新型コロナウイル 1,076 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

填特別交付金 ス感染症対策地方

税減収補填特別交

付金

計 0 1,076 1,076
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（単位：千円）

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

社会保障財源交付金 102,591

計 1,800,000 145,347 1,945,347

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

32,000 7,852 39,852

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 環境性能割交付金 32,000 7,852 39,852 1 環境性能割交付金 7,852 環境性能割交付金

計 32,000 7,852 39,852

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

73,500 1,076 74,576

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 0 1,076 1,076 1 新型コロナウイル 1,076 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

填特別交付金 ス感染症対策地方

税減収補填特別交

付金

計 0 1,076 1,076
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補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

5,673,013 29,945 5,702,958

(款) 10 地方交付税

（単位：千円）

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

(項) 1 地方交付税

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 地方交付税 5,673,013 29,945 5,702,958 1 地方交付税 29,945 特別交付税

計 5,673,013 29,945 5,702,958

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

306,523 △4,315 302,208

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

3 衛生手数料 97,832 △4,315 93,517 1 清掃手数料 △4,315 一般家庭ごみ収集手数料(地域環境基金活用事業)

計 127,557 △4,315 123,242

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

151,334 67,413 218,747

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 利子及び配当金 24,152 889 25,041 1 利子及び配当金 889 地域環境基金利子収入 91
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補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

5,673,013 29,945 5,702,958

(款) 10 地方交付税

（単位：千円）

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

(項) 1 地方交付税

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 地方交付税 5,673,013 29,945 5,702,958 1 地方交付税 29,945 特別交付税

計 5,673,013 29,945 5,702,958

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

306,523 △4,315 302,208

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

3 衛生手数料 97,832 △4,315 93,517 1 清掃手数料 △4,315 一般家庭ごみ収集手数料(地域環境基金活用事業)

計 127,557 △4,315 123,242

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

151,334 67,413 218,747

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 利子及び配当金 24,152 889 25,041 1 利子及び配当金 889 地域環境基金利子収入 91
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（単位：千円）

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

泉大津市安全・安心なまちづくり連携活動基金利子収入 27

泉大津市ふるさと応援基金利子収入 753

泉大津市公共施設整備基金利子収入 △40

泉大津市森林環境譲与税基金利子収入 18

泉大津市立駐車場整備基金利子収入 40

計 121,824 889 122,713

(項) 2 財産売払収入

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

2 不動産売払収入 2,000 66,524 68,524 1 土地建物売払収入 66,524 土地売払収入

計 29,510 66,524 96,034

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

1,032,010 0 1,032,010

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

2 指定寄附金 1,032,000 0 1,032,000 2 ふるさと応援寄附 0 ふるさと応援寄附金 △4,000

金 安全・安心なまちづくり連携活動基金事業費寄附金 4,000

計 1,032,010 0 1,032,010
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（単位：千円）

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

泉大津市安全・安心なまちづくり連携活動基金利子収入 27

泉大津市ふるさと応援基金利子収入 753

泉大津市公共施設整備基金利子収入 △40

泉大津市森林環境譲与税基金利子収入 18

泉大津市立駐車場整備基金利子収入 40

計 121,824 889 122,713

(項) 2 財産売払収入

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

2 不動産売払収入 2,000 66,524 68,524 1 土地建物売払収入 66,524 土地売払収入

計 29,510 66,524 96,034

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

1,032,010 0 1,032,010

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

2 指定寄附金 1,032,000 0 1,032,000 2 ふるさと応援寄附 0 ふるさと応援寄附金 △4,000

金 安全・安心なまちづくり連携活動基金事業費寄附金 4,000

計 1,032,010 0 1,032,010
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補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

1,317,113 1,911 1,319,024

(款) 20 諸収入

（単位：千円）

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

(項) 5 雑入

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 雑入 925,469 1,911 927,380 1 雑入 1,911 指定管理者納付金

計 925,469 1,911 927,380
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補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

1,317,113 1,911 1,319,024

(款) 20 諸収入

（単位：千円）

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

(項) 5 雑入

節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

区 分 金 額

1 雑入 925,469 1,911 927,380 1 雑入 1,911 指定管理者納付金

計 925,469 1,911 927,380
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３ 歳 出

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

5,943,129 408,698 6,351,827

(款) 2 総務費

（単位：千円）

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明
目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳
国府支出金 地 方 債 そ の 他

341,434 1 財政調整基金積立 24 積立金 341,43421 財政調整基 452,522 341,434 793,956 24 積立金 341,434

事業 341,434 財政調整基金積立金金費

4,027 1 安全・安心なまちづ 24 積立金 4,02722 安全・安心 8,700 4,027 12,727 24 積立金 4,027

くり連携活動基金積 安全・安心なまちづくり連携活動基金積なまちづく

立事業 4,027 立金り連携活動

基金費

△3,247 1 ふるさと応援基金積 24 積立金 △3,24723 ふるさと応 494,952 △3,247 491,705 24 積立金 △3,247

立事業 △3,247 ふるさと応援基金積立金援基金費

66,484 1 公共施設整備基金積 24 積立金 66,48424 公共施設整 3,405 66,484 69,889 24 積立金 66,484

立事業 66,484 公共施設整備基金積立金備基金費

計 4,594,709 408,698 5,003,407 67,264 341,434

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

3,536,587 △4,224 3,532,363

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明
目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳
国府支出金 地 方 債 そ の 他

△23,677 4 一般家庭ごみ減量 8 旅費 △462 塵芥処理費 675,748 △23,677 652,071 8 旅費 △46

化推進事業(地域環 普通旅費10 需用費 △23,107

12 委託料 △524 境基金活用事業) △23,677

10 需用費 △23,107

消耗品費

12 委託料 △524

一般家庭ごみ収集手数料徴収事務委託料 △227

指定ごみ袋管理搬送委託料 △297

19,453 1 地域環境基金積立事 24 積立金 19,4534 地域環境基 28,632 19,453 48,085 24 積立金 19,453

業 19,453 地域環境基金積立金金費
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３ 歳 出

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

5,943,129 408,698 6,351,827

(款) 2 総務費

（単位：千円）

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 1 総務管理費

本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明
目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳
国府支出金 地 方 債 そ の 他

341,434 1 財政調整基金積立 24 積立金 341,43421 財政調整基 452,522 341,434 793,956 24 積立金 341,434

事業 341,434 財政調整基金積立金金費

4,027 1 安全・安心なまちづ 24 積立金 4,02722 安全・安心 8,700 4,027 12,727 24 積立金 4,027

くり連携活動基金積 安全・安心なまちづくり連携活動基金積なまちづく

立事業 4,027 立金り連携活動

基金費

△3,247 1 ふるさと応援基金積 24 積立金 △3,24723 ふるさと応 494,952 △3,247 491,705 24 積立金 △3,247

立事業 △3,247 ふるさと応援基金積立金援基金費

66,484 1 公共施設整備基金積 24 積立金 66,48424 公共施設整 3,405 66,484 69,889 24 積立金 66,484

立事業 66,484 公共施設整備基金積立金備基金費

計 4,594,709 408,698 5,003,407 67,264 341,434

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

3,536,587 △4,224 3,532,363

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明
目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳
国府支出金 地 方 債 そ の 他

△23,677 4 一般家庭ごみ減量 8 旅費 △462 塵芥処理費 675,748 △23,677 652,071 8 旅費 △46

化推進事業(地域環 普通旅費10 需用費 △23,107

12 委託料 △524 境基金活用事業) △23,677

10 需用費 △23,107

消耗品費

12 委託料 △524

一般家庭ごみ収集手数料徴収事務委託料 △227

指定ごみ袋管理搬送委託料 △297

19,453 1 地域環境基金積立事 24 積立金 19,4534 地域環境基 28,632 19,453 48,085 24 積立金 19,453

業 19,453 地域環境基金積立金金費
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（単位：千円）
本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明

目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳

国府支出金 地 方 債 そ の 他

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

計 1,286,385 △4,224 1,282,161 △4,224

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

3,455,067 2,257 3,457,324

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明
目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳
国府支出金 地 方 債 そ の 他

1,951 6 駐車場整備基金積立 24 積立金 1,9515 交通安全対 95,413 1,951 97,364 24 積立金 1,951

事業 1,951 駐車場整備基金積立金策費

計 567,702 1,951 569,653 1,951

(項) 4 都市計画費

本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明
目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳
国府支出金 地 方 債 そ の 他

306 1 森林環境譲与税基金 24 積立金 3066 森林環境譲 8,533 306 8,839 24 積立金 306

積立事業 306 森林環境譲与税基金積立金与税基金費

計 743,756 306 744,062 306
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（単位：千円）
本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明

目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳

国府支出金 地 方 債 そ の 他

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

計 1,286,385 △4,224 1,282,161 △4,224

補 正 前 補 正 額 計

千円 千円 千円

3,455,067 2,257 3,457,324

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明
目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳
国府支出金 地 方 債 そ の 他

1,951 6 駐車場整備基金積立 24 積立金 1,9515 交通安全対 95,413 1,951 97,364 24 積立金 1,951

事業 1,951 駐車場整備基金積立金策費

計 567,702 1,951 569,653 1,951

(項) 4 都市計画費

本 年 度 の 財 源 内 訳 節 説 明
目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源

一般財源 区 分 金 額 事 業 別 区 分 内 訳
国府支出金 地 方 債 そ の 他

306 1 森林環境譲与税基金 24 積立金 3066 森林環境譲 8,533 306 8,839 24 積立金 306

積立事業 306 森林環境譲与税基金積立金与税基金費

計 743,756 306 744,062 306
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報告第９号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

 次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第２項の規定により市議会に報告する。 

 

  令和８年５月１３日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

  

専 決 番 号 ６ 

専 決 年 月 日 令和８年３月３１日 

事 件 名 損害賠償の額の決定及び和解の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-89-



-90-

PCU2307005
テキストボックス




専決第６号 

 

損害賠償の額の決定及び和解の件 

 

 令和７年１２月２０日午前６時頃、泉大津市汐見町３５番地の２の汐見町市営住

宅において発生した設備不良（給水管の漏水）による水損事故に係る損害賠償の額

を定め、民法（明治２９年法律第８９号）第６９５条の規定により和解する。 

 

  令和８年３月３１日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

１ 損害賠償の額（和解金額） 

  別紙のとおり 

２ 相手方の住所氏名 

  ※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※ 

※ ※  ※ ※ 
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「別 紙」 

 

損 害 賠 償 の 額 （ 和 解 金 額 ） 

 

 

区   分 金   額 備   考 

― ３０，１８４円 損害賠償金 

計 ３０，１８４円  
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議案第３２号 

 

泉大津市市税条例の一部改正の件  

 

 泉大津市市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和８年５月１３日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

理 由 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の改正により、公示送達の方法が見直さ

れたことに伴い、所要の改正を行うものである。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 

-93-



-94-

PCU2307005
テキストボックス




泉大津市条例第   号 

 

泉大津市市税条例の一部を改正する条例（案） 

 

泉大津市市税条例（昭和３９年泉大津市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第３条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をい

う。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者

が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書

面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した

電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をと

ることによってする」に改める。 

第５条中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」

という。)」を「施行規則」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の泉大津市市税条例第３条の規定は、この条例の施行の

日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお

従前の例による。 
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（参 考） 

 

泉大津市市税条例の一部を改正する条例（案）要綱 

 

本条例（案）は、地方税法の改正により、公示送達の方法が見直されたことに伴

い、所要の改正を行うものであること。 

１ 改正内容 

 ⑴ 公示送達の方法の見直し 

 公示送達について、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定

多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が

記載された書面を本市の掲示場に掲示し、又は公示事項を本市の事務所に設置

した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く

措置をとることによってするものであること。（第３条関係） 

⑵ その他所要の規定の整備を行うものであること。 

２ 附則に関する事項 

 ⑴ 施行期日 

この条例（案）は、令和８年５月２１日から施行するものであること。（改正

条例附則第１条） 

 ⑵ 経過措置 

   この条例（案）の施行に関し、所要の経過規定を定めるものであること。（改

正条例附則第２条） 
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泉大津市市税条例新旧対照表 

 

改  正  案 現     行 

（公示送達） 

第３条 法第２０条の２の規定による

公示送達は、公示事項（同条第２項

に規定する公示事項をいう。以下こ

の条において同じ。）を地方税法施

行規則（昭和２９年総理府令第２３

号。以下「施行規則」という。）第

１条の８第１項に規定する方法によ

り不特定多数の者が閲覧することが

できる状態に置く措置をとるととも

に、公示事項が記載された書面を泉

大津市公告式条例（昭和２５年条例

第１１号）第２条第２項に規定する

掲示場に掲示し、又は公示事項を市

の事務所に設置した電子計算機の映

像面に表示したものの閲覧をするこ

とができる状態に置く措置をとるこ

とによってするものとする。 

（納税証明事項） 

第５条 施行規則第１条の９第２号に

規定する事項は、道路運送車両法

（昭和２６年法律第１８５号）第５

９条第１項に規定する検査対象軽自

動車又は二輪の小型自動車について

天災その他やむを得ない事由によ

り、軽自動車税を滞納している場合

（公示送達） 

第３条 法第２０条の２の規定による

公示送達は、泉大津市公告式条例

（昭和２５年条例第１１号）第２条

第２項に規定する掲示場に掲示して

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（納税証明事項） 

第５条 地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規

則」という。）第１条の９第２号に

規定する事項は、道路運送車両法

（昭和２６年法律第１８５号）第５

９条第１項に規定する検査対象軽自

動車又は二輪の小型自動車について
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改  正  案 現     行 

においてその旨とする。 天災その他やむを得ない事由によ

り、軽自動車税を滞納している場合

においてその旨とする。 
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